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伊 丹 市 立 保 健 セ ン タ ー 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 制

定 に つ い て  

 

 

伊 丹 市 立 保 健 セ ン タ ー 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 別 記 の と お

り 制 定 す る 。  

 

 

 

 

 

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ 日 提 出  

 

 

伊 丹 市 長  藤  原   保  幸   

 

 

 

 

理  由  

 伊 丹 市 立 保 健 セ ン タ ー ， 伊 丹 市 立 口 腔 保 健 セ ン タ ー 及 び 伊 丹 市 休

日 応 急 診 療 所 を 複 合 化 し ， 再 配 置 す る と と も に ， 所 要 の 改 正 を 行 う

た め 。  

議９４



伊 丹 市 立 保 健 セ ン タ ー 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令

和 ３ 年 伊 丹 市 条 例 第   号 ）  

 （ 伊 丹 市 立 保 健 セ ン タ ー 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 １ 条  伊 丹 市 立 保 健 セ ン タ ー 条 例 （ 昭 和 ６ ０ 年 伊 丹 市 条 例 第 ３ 号 ）   

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 ２ 条 中 「 伊 丹 市 千 僧 １ 丁 目 １ 番 地 」 を 「 伊 丹 市 千 僧 １ 丁 目 １  

番 地 １ 」 に 改 め る 。  

 第 ６ 条 を 第 ９ 条 と し ， 第 ５ 条 を 第 ６ 条 と し ， 同 条 の 次 に 次 の ２  

条 を 加 え る 。  

（ 駐 車 場 の 利 用 ）  

第 ７ 条  駐 車 場 を 利 用 す る 者 は ， そ の 利 用 に 係 る 料 金 （ 以 下 「 利  

用 料 金 」 と い う 。 ） と し て ， 駐 車 時 間 ３ ０ 分 当 た り ２ ０ ０ 円 を  

超 え な い 範 囲 内 に お い て ， あ ら か じ め 市 長 の 承 認 を 得 て 指 定 管  

理 者 が 定 め る 額 を ， 指 定 管 理 者 に 納 付 し な け れ ば な ら な い 。  

 ２  指 定 管 理 者 は ， 必 要 が あ る と 認 め る と き は ， 回 数 駐 車 券 を 発  

行 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て ， 前 項 の 規 定 に よ り 定  

め た 額 か ら １ 割 以 内 の 額 の 割 引 を す る こ と が で き る 。  

３  市 長 は ， 利 用 料 金 を 指 定 管 理 者 の 収 入 と し て 収 受 さ せ る も の  

と す る 。  

 ４  利 用 料 金 は ， 自 動 車 を 出 庫 さ せ る と き に 納 付 し な け れ ば な ら  

な い 。 た だ し ， 第 ２ 項 の 回 数 駐 車 券 に よ る 利 用 料 金 に つ い て は ，  

そ の 発 行 の と き に 納 付 し な け れ ば な ら な い 。  

 ５  指 定 管 理 者 は ， 規 則 で 定 め る 基 準 に よ り ， 利 用 料 金 を 免 除 す  

る こ と が で き る 。  

 ６  既 納 の 利 用 料 金 は ， 返 還 し な い 。 た だ し ， 回 数 駐 車 券 に 係 る  

既 納 の 利 用 料 金 に つ い て ， 指 定 管 理 者 は ， 規 則 で 定 め る 基 準 に  

よ り ， そ の 全 部 ま た は 一 部 を 返 還 す る こ と が で き る 。  

７  こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か ， 駐 車 場 の 管 理 に つ い て は ， 伊  

丹 市 立 駐 車 場 条 例 （ 平 成 元 年 伊 丹 市 条 例 第 ３ ３ 号 ） 中 伊 丹 市 立  

伊 丹 市 役 所 内 駐 車 場 に 関 す る 規 定 の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

議９４-２



  （ 指 定 管 理 者 不 在 の 場 合 に お け る 市 長 に よ る 管 理 ）  

第 ８ 条  第 ４ 条 の 規 定 に か か わ ら ず ， 市 長 は ， 指 定 管 理 者 と し て  

指 定 す べ き も の が な い 場 合 ， 指 定 管 理 者 の 指 定 を 取 り 消 し た 場  

合 そ の 他 や む を 得 な い 事 由 の あ る 場 合 は ， 自 ら 駐 車 場 の 管 理 を  

行 う こ と が で き る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 市 長 が 駐 車 場 の 管 理 を 行 う と き は ， 第 ７ 条  

第 １ 項 お よ び 第 ３ 項 の 規 定 に か か わ ら ず ， 駐 車 場 を 利 用 す る 者

は ， 駐 車 時 間 ３ ０ 分 当 た り ２ ０ ０ 円 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て

市 長 が 定 め る 額 を 使 用 料 と し て 市 に 納 付 し な け れ ば な ら な い 。

こ の 場 合 に お い て ， 市 長 は ， 必 要 が あ る と 認 め る と き は ， 回 数

駐 車 券 を 発 行 す る こ と が で き る 。  

 ３  前 条 第 ４ 項 か ら 第 ６ 項 ま で の 規 定 は ， 前 項 の 場 合 に つ い て 準  

用 す る 。  

  第 ４ 条 中 「 各 号 の 一 」 を 「 各 号 の い ず れ か 」 に 改 め ， 同 条 を 第

５ 条 と し ， 第 ３ 条 の 次 に 次 の １ 条 を 加 え る 。  

  （ 指 定 管 理 者 に よ る 管 理 ）  

第 ４ 条  市 長 は ， 地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 ２ ４  

４ 条 の ２ 第 ３ 項 に 規 定 す る 指 定 管 理 者 （ 以 下 「 指 定 管 理 者 」 と

い う 。 ） に 駐 車 場 の 管 理 を 行 わ せ る 。  

（ 伊 丹 市 立 口 腔 保 健 セ ン タ ー 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ２ 条  伊 丹 市 立 口 腔 保 健 セ ン タ ー 条 例 （ 平 成 ３ ０ 年 伊 丹 市 条 例 第  

５ ７ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 ２ 条 中 「 伊 丹 市 昆 陽 池 １ 丁 目 ４ ０ 番 地 」 を 「 伊 丹 市 千 僧 １ 丁  

目 １ 番 地 １ 」 に 改 め る 。  

 第 ３ 条 を 削 る 。  

 第 ４ 条 中 「 診 療 所 に お け る 」 を 削 り ， 同 条 を 第 ３ 条 と す る 。  

 第 ５ 条 第 ４ 号 中 「 。 」 を 削 り ， 同 条 を 第 ４ 条 と し ， 第 ６ 条 か ら  

第 ８ 条 ま で を １ 条 ず つ 繰 り 上 げ る 。  

 第 ９ 条 及 び 第 １ ０ 条 を 削 る 。  

第 １ １ 条 第 １ 項 中 「 利 用 者 」 と い う 。 ） に あ っ て は 」 を 「 利 用  

議９４-３



者 」 と い う 。 ） は 」 に 改 め ， 「 ， 研 修 室 の 専 用 使 用 の 許 可 を 受 け  

た 者 （ 以 下 「 使 用 者 」 と い う 。 ） に あ っ て は ， 別 表 に 掲 げ る 額 を  

超 え な い 範 囲 内 に お い て ， あ ら か じ め 市 長 の 承 認 を 得 て 指 定 管 理  

者 が 定 め る 額 を ， そ れ ぞ れ 」 を 削 り ， 同 条 を 第 ８ 条 と す る 。  

 第 １ ２ 条 か ら 第 １ ５ 条 ま で を 削 る 。  

第 １ ６ 条 第 １ 号 中 「 建 物 等 」 を 「 建 物 又 は 付 属 設 備 若 し く は 備  

品 （ 以 下 「 建 物 等 」 と い う 。 ） 」 に 改 め ， 同 条 を 第 ９ 条 と す る 。  

 第 １ ７ 条 中 「 使 用 者 そ の 他 」 を 削 り ， 同 条 を 第 １ ０ 条 と す る 。  

 第 １ ８ 条 第 １ 項 中 「 診 療 所 に お け る 」 を 削 り ， 同 条 を 第 １ １ 条  

と す る 。  

 第 １ ９ 条 第 １ 号 中 「 第 ５ 条 」 を 「 第 ４ 条 」 に 改 め ， 同 条 第 ２ 号

中 「 第 ７ 条 第 ３ 項 ， 第 ８ 条 た だ し 書 ， 第 ９ 条 か ら 第 １ １ 条 ま で ，

第 １ ３ 条 第 １ 項 及 び 第 １ ４ 条 か ら 第 １ ６ 条 ま で 」 を 「 第 ６ 条 第 ３

項 ， 第 ７ 条 た だ し 書 ， 第 ８ 条 及 び 第 ９ 条 」 に 改 め ， 同 条 を 第 １ ２

条 と す る 。  

  第 ２ ０ 条 第 １ 項 中 「 第 ６ 条 」 を 「 第 ５ 条 」 に ， 「 第 ７ 条 第 ３ 項

及 び 第 ８ 条 た だ し 書 」 を 「 第 ６ 条 第 ３ 項 及 び 第 ７ 条 た だ し 書 」 に  

 改 め ， 「 ， 第 １ ０ 条 ， 第 １ ３ 条 第 １ 項 及 び 第 １ ４ 条 か ら 第 １ ６ 条

ま で の 規 定 」 を 削 り ， 同 条 第 ２ 項 中 「 第 １ １ 条 」 を 「 第 ８ 条 」 に ，

「 利 用 者 に あ っ て は 」 を 「 利 用 者 は 」 に 改 め ， 「 ， 使 用 者 に あ っ

て は ， 別 表 に 掲 げ る 額 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 市 長 が 定 め る 額

を ， そ れ ぞ れ 」 を 削 り ， 同 条 第 ３ 項 中 「 第 １ １ 条 第 ３ 項 」 を 「 第

８ 条 第 ３ 項 」 に 改 め ， 同 条 を 第 １ ３ 条 と し ， 第 ２ １ 条 を 第 １ ４ 条

と す る 。  

  別 表 を 削 る 。  

（ 伊 丹 市 休 日 応 急 診 療 所 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ３ 条  伊 丹 市 休 日 応 急 診 療 所 条 例 （ 昭 和 ５ ０ 年 伊 丹 市 条 例 第 ７ 号 ）   

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 ２ 条 中 「 伊 丹 市 千 僧 １ 丁 目 １ 番 地 （ 伊 丹 市 立 保 健 セ ン タ ー 内 ） 」    

を 「 伊 丹 市 千 僧 １ 丁 目 １ 番 地 １ 」 に 改 め る 。  

議９４-４



 第 ５ 条 を 削 り ， 第 ６ 条 を 第 ５ 条 と し ， 第 ７ 条 を 第 ６ 条 と す る 。  

付  則  

こ の 条 例 は ， 令 和 ４ 年 １ １ 月 ２ ８ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し ， 第 １  

条 中 伊 丹 市 立 保 健 セ ン タ ー 条 例 第 ６ 条 を 第 ９ 条 と し ， 第 ５ 条 を 第 ６  

条 と し ， 同 条 の 次 に ２ 条 を 加 え る 改 正 規 定 並 び に 同 条 例 第 ４ 条 の 改

正 規 定 及 び 同 条 を 第 ５ 条 と し ， 第 ３ 条 の 次 に １ 条 を 加 え る 改 正 規 定

は ， 令 和 ４ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

議９４-５＊




